
田
中
利
恵
子
議

員
は
、
行
政
が
行
っ

た
合
併
等
に
関
す

る
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
に
つ
い
て
質
問
。

ア
ン
ケ
ー
ト
の
問

い
に
、

①

２
市
が
安

定
的
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築
に
向
け
て
、

「
合
併
」
「
中
核
市
」
及
び
「
広
域
連
携
」
に
つ
い
て

検
討
・
協
議
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
う
か
と

あ
っ
た
が
、
こ
の
ま
ま
読
む
と
、
「
２
市
は
安
定
的
な

行
政
サ
ー
ビ
ス
提
供
体
制
の
構
築
の
た
め
に
、
合
併
や

中
核
市
、
広
域
連
携
に
つ
い
て
検
討
・
協
議
し
て
い
る
」

と
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
で
は
合
併
、
中
核
市
、
広
域
連

携
が
よ
く
分
か
ら
な
く
て
も
、
答
え
る
選
択
肢
と
し
て

用
意
さ
れ
て
い
る
、
「
必
要
で
あ
る
」
「
ど
ち
ら
か
と

言
え
ば
必
要
で
あ
る
」
に
誘
導
さ
れ
が
ち
。

②

２
市
が
合
併
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
ま
ち
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
か
と
あ
っ
た
が
、
選
択
肢

と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
の
は
地
域
福
祉
を
推
進
、
高

齢
者
福
祉
や
障
が
い
者
福
祉
が
充
実
し
た
ま
ち
づ
く
り

な
ど
13
。
な
ぜ
冒
頭
に
２
市
が
合
併
し
た
場
合
と
だ
け

し
か
書
か
な
い
の
か
、
合
併
し
な
く
て
も
地
域
福
祉
等

を
推
進
す
る
こ
と
は
大
切
。
合
併
だ
け
を
前
提
に
し
た

問
い
は
合
併
に
誘
導
す
る
誘
導
質
問
に
な
っ
て
い
る
。

③

中
核
市
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
市
は
多
く
の
事

務
を
県
に
代
わ
っ
て
実
施
す
る
こ
と
に
な
り
、
市
民
に

き
め
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
る
、

あ
な
た
は
、
市
が
今
よ
り
も
幅
広
い
事
務
を
担
う
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
思
う
か
と
あ
っ
た
が
、
こ
れ
で
は
中
核

市
は
良
い
と
誘
導
さ
れ
る
。

田
中
議
員
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
全
体
が
合
併
、
中
核
市
等

を
強
く
印
象
付
け
、
市
民
を
合
併
、
中
核
市
等
に
誘
導

す
る
誘
導
質
問
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
。
ア
ン
ケ
ー
ト

に
対
す
る
認
識
を
改
め
る
こ
と
を
求
め
、
見
解
を
質
し

ま
し
た
。

次
に
合
併
等
を
目
指
す
、
「
小
田
原
市
・
南
足
柄
市

中
心
市
の
あ
り
方
に
関
す
る
任
意
協
議
会
」
（
略

任
意
協
議
会
）
に
お
け
る
使
用
料
・
手
数
料
等
の
事
務

事
業
調
査
だ
が
、
合
併
後
「
現
行
の
ま
ま
と
す
る
」

「
小
田
原
市
に
合
わ
せ
る
」
「
廃
止
す
る
」
な
ど
と
協

議
が
さ
れ
た
。
し
か
し
両
市
合
わ
せ
て
３
０
０
０
以
上

も
あ
る
一
つ
ひ
と
つ
の
事
務
事
業
を
協
議
す
る
の
に
、

あ
ま
り
に
も
協
議
時
間
、
情
報
量
が
少
な
す
ぎ
る
。
大

事
な
両
市
の
事
業
の
成
り
立
ち
な
ど
十
分
理
解
で
き
て

い
る
と
は
思
え
な
い
。
任
意
協
議
会
委
員
で
さ
え
、

「
よ
く
分
か
ら
な
い
」
等
の
声
が
あ
る
。
傍
聴
し
て
い

る
市
民
、
そ
の
状
況
を
知
る
市
民
か
ら
も
、
膨
大
な
事

務
事
業
に
つ
い
て
協
議
す
る
の
は
無
理
、
十
分
協
議
さ

れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
等
の
声
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
声
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
か
質
し
ま
し

た
。

【
答
弁
】
合
併
、
中
核
市
等
を
任
意
協
議
会
で
協
議
し

て
い
る
前
提
の
も
と
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
っ
て
い
る
。

結
論
を
導
く
も
の
で
な
い
。
事
務
事
業
に
つ
い
て
は
疑

問
に
対
応
し
て
行
く
等
。

国
府
津
駅
周
辺

整
備
事
業
の
進
捗

状
況
は
、
用
地
の

測
量
な
ど
、
国
府

津
駅
西
側
の
基
礎

デ
ー
タ
の
収
集
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

土
地
開
発
公
社
か
ら
用
地
の
買
戻
し
は
ど
の
様
に
な
っ

て
い
る
の
か
、
質
問
し
ま
し
た
。

【
答
弁
】
「
平
成
28
年
度
に
用
地
測
量
を
実
施
し
、
平

成
29
年
度
３
月
に
は
土
地
開
発
公
社
か
ら
の
買
戻
し
が

完
了
」

駅
広
場
機
能
の
補
完
も
含
め
、
駅
西
側
用
地
は
ど
の

よ
う
に
す
る
の
か
。

【
答
弁
】
「
専
門
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
国
府
津
駅
周
辺

整
備
基
本
計
画
等
の
策
定
業
務
委
託
を
行
い
、
具
体
的

整
備
内
容
に
つ
い
て
基
本
設
計
を
進
め
て
い
る
」

現
在
の
国
府
津
駅
は
一
般
車
両
の
乗
降
ス
ペ
ー
ス
が

す
く
な
い
こ
と
か
ら
、
送
迎
の
一
般
車
両
が
集
中
す
る

ピ
ー
ク
時
に
は
、
国
道
１
号
線
ま
で
渋
滞
が
発
生
し
て

い
る
。
金
曜
日
や
雨
の
日
は
渋
滞
が
ひ
ど
く
、
迎
え
の

車
が
ロ
ー
タ
リ
に
入
れ
な
い
。
国
府
津
駅
前
交
差
点
に

お
け
る
渋
滞
状
況
の
調
査
は
行
っ
て
い
る
の
か
質
問
。

【
答
弁
】
「
調
査
の
結
果
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
等
の
公

共
交
通
と
一
般
車
両
の
経
路
を
分
離
す
る
。
駅
西
側
用

地
に
一
般
車
乗
降
場
を
整
備
す
る
」

吉
田
議
員
は
「
こ
の
計
画
だ
け
で
は
渋
滞
解
消
に
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
Ｊ
Ｒ
な
ど
と
協
議
し
て
駅
全

体
の
抜
本
的
改
善
が
必
要
」
「
バ
ス
路
線
の
改
善
な
ど

交
通
弱
者
へ
の
配
慮
を
」
等
の
地
域
や
利
用
者
の
声
を

紹
介
し
、
幅
広
い
検
討
を
含
め
て
事
業
を
進
め
る
よ
う
、

要
望
し
ま
し
た
。

要
求
水
準
書(

案)

は
、
実
施
設
計
（
新
居
千
秋
氏
設

計
）
に
比
べ
て
、
大
ホ
ー
ル
の
座
席
数
は
、
同
じ
で
す

が
、
相
当
の
ス
ペ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
を
し
て
い
る
。
小
ホ
ー

ル
に
お
い
て
は
、
実
施
設
計
は
大
ホ
ー
ル
と
同
様
の
機

能
を
有
し
、
客
席
は
段
床
式
固
定
席
で
、
フ
ラ
イ
タ
ワ
ー

も
あ
り
、
音
響
性
能
に
つ
い
て
も
素
晴
ら
し
い
も
の
で

し
た
。
一
方
、
要
求
水
準
書
（
案
）
で
は
、
客
席
は
移

動
型
で
あ
り
、
音
響
反
射
板
の
設
置

に
関
す
る
記
載
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
他
の
諸
室
に
お
い
て
も
、
広
さ

が
狭
く
な
っ
て
い
る
等
、
質
問
し
ま

し
た
。

【
答
弁
】
「
建
設
費
を
減
額
し
た
た

め
、
要
求
水
準
書
（
案
）
は
、
実
施

設
計
と
の
比
較
に
お
い
て
も
、
諸
室

の
数
や
大
き
さ
を
削
ら
ざ
る
を
得
な

い
部
分
が
あ
る
」

要
求
水
準
書
（
案)

で
、
本
当
に

こ
の
物
価
上
昇
の
時
に
、
設
計
料
を

除
い
た
60
億
円
で
ホ
ー
ル
の
整
備
は

可
能
な
の
か
。
一
度
建
て
れ
ば
、
ホ
ー

ル
は
50
年
使
う
こ
と
に
な
り
、
い
い

加
減
な
も
の
は
作
れ
な
い
と
、
見
解

を
問
い
ま
し
た
。

２０１７年８月２２５号

田中りえ子議員

本
年
１
月
、
生

活
保
護
利
用
者
の

支
援
を
担
当
す
る

市
職
員
が
、
「
保

護
な
め
ん
な
」

「
不
正
受
給
は
ク

ズ
だ
」
な
ど
の
趣

旨
を
プ
リ
ン
ト
し

た
ジ
ャ
ン
パ
ー
を
着
て
、
相
談
業
務
や
世
帯
訪
問
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
事
は
、
市
民
に
威

圧
感
を
与
え
、
生
活
保
護
利
用
者
、
申
請
者
の
正
当
な

権
利
を
抑
え
、
さ
ら
に
、
基
本
的
人
権
や
、
個
人
の
生

存
権
を
脅
か
す
も
の
で
す
。
日
本
共
産
党
小
田
原
市
議

団
と
し
て
、
２
０
１
７
年
１
月
25
日
、
市
長
に
生
活
保

護
行
政
を
是
正
す
る
緊
急
申
し
入
れ
を
行
い
ま
し
た
。

市
長
は
申
し
入
れ
に
対
し
、
「
不
適
切
だ
っ
た
」
と
認

め
、
「
業
務
の
立
て
直
し
を
図
る
」
と
し
、
「
再
発
防

止
策
を
策
定
し
公
開
す
る
。
一
気
に
適
正
な
人
員
を
増

や
す
よ
う
調
整
」
す
る
と
回
答
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
市

と
し
て
の
生
活
保
護
行
政
の
あ
り
方
検
討
会
を
有
識
者

の
参
画
を
え
て
、
行
い
ま
し
た
。
４
月
６
日
に
あ
り
方

検
討
会
報
告
書
が
ま
と
め
ら
れ
、
様
々
な
事
も
解
明
さ

れ
ま
し
た
。

ジ
ャ
ン
パ
ー
問
題
は
な
ぜ
起
き
た
の
か
、
き
っ
か
け

と
さ
れ
て
い
る
平
成
19
年
の
傷
害
事
件
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
保
護
係
り
に
十
分
な
知
識
制
度
の
理
解
が
あ
れ

ば
、
事
故
も
防
ぐ
こ
と
が
出
来
た
か
も
し
れ
な
い
。
ジ
ャ

ン
パ
ー
着
用
の
ま
ま
利
用
者
を
訪
問
し
、
そ
れ
が
、
10

年
間
続
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
支
援
の
手
段
と
目
的
を

混
同
し
、
不
正
受
給
「
摘
発
」
を
目
的
と
し
て
い
な
か
っ

た
の
か
。
利
用
者
の
視
線
が
欠
如
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
を
う
け
て
強
く
感

じ
る
こ
と
は
、
そ
の
根
本
に
・
憲
法
や
地
方
自
治
法
の

基
本
的
認
識
や
研
修
に
つ
い
て
の
軽
視
が
全
庁
的
に
あ
っ

た
の
で
は
な
い
の
か
、
憲
法
に
は
、
基
本
的
人
権
の
尊

重
が
貫
か
れ
、
生
存
権
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
(1)
憲
法

や
地
方
自
治
法
の
職
員
全
庁
的
な
研
修
が
ど
の
様
に
行

わ
れ
て
い
た
の
か
。
(2)
事
件
後
ど
の
よ
う
な
研
修
が
行

わ
れ
た
の
か
。
(3)
全
庁
的
に
、
ジ
ャ
ン
パ
ー
に
か
か
れ

て
い
る
文
言
や
着
用
に
つ
い
て
お
か
し
い
と
感
じ
た
り
、

間
違
っ
て
い
る
と
思
っ
た
人
が
い
な
か
っ
た
の
か
、
10

年
も
続
く
の
は
異
常
で
す
。
気
が
付
か
な
か
っ
た
の
か
、

気
が
付
い
て
も
自
由
に
も
の
が
言
え
る
雰
囲
気
が
な
っ

か
た
の
か
等
を
質
問
。

【
答
弁
】
「
基
本
的
人
権
な
ど
は
全
庁
的
に
講
演
会
等

の
研
修
で
理
解
と
深
め
、
人
権
研
修
は
今
年
度
か
ら
は

信
任
監
督
者
へ
基
本
研
修
を
す
る
」

要
求
水
準
書
（
案
）
に
つ
い
て
、
ホ
ー
ル
の
音
響
は

生
音
の
目
標
設
定
を
芸
文
セ
ン
タ
ー
と
同
様
に
設
定
し
、

残
響
時
間
等
明
示
す
べ
き
。
デ
ザ
イ
ン
ビ
ル
ド
が
む
ず

か
し
け
れ
ば
、
実
施
設
計
に
も
ど
る
べ
き
な
ど
と
質
問

【
答
弁
】
ホ
ー
ル
の
質
を
確
保
す
る
た
め
、
音
響
的
な

数
値
も
有
効
。
検
討
し
た
い
。

建
設
促
進
を
求
め
ま
し
た
。

関野たかし議員

議会活動報告紙
日本共産党小田原市議団

小田原市荻窪３００番地
日本共産党小田原市議団ホームページ

http://jcpodawara.d.dooo.jp/

吉田ふくじ議員

市
民
ホ
ー
ル
要
求
水
準
書(

案)

と
実
施

設
計
の
違
い
は
何
か

予
算
63
億
円
で
50
年
間
使

う
ホ
ー
ル
は
出
来
る
の
か

市
民
ア
ン
ケ
ー
ト
は
誘
導
質
問
、
公
平
・

中
立
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

合
併
し
な
く
て
も
地
域
福
祉
等
を
推
進
・

充
実
さ
せ
る
こ
と
は
大
切

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
も
任
意
協
議
会

の
協
議
に
納
得
で
き
な
い

市
民
ホ
ー
ル
に
つ
い
て

久
野
霊
園
の
合
葬
式
墓
地



小田原市は７月に「市民ホールの要求水準書」を発表し、８月にゼネコンと設計者の共同体を公募します。し
かしゼネコンに丸投げするデザインビルド方式は大問題です。

旧「芸術文化創造センター」実施設計は、７年かけて市や市民、専門家、設計者が力を合わせて完成させ、舞
台美術の第一人者の妹尾河童さん（小説『少年Ｈ』の作者）や元前進座劇場支配人・舞台演出家の橋本英治さん
など専門家も「素晴らしい設計」と高く評価しました。ところが市は入札不調を機に実施設計を破棄して、ゼネ
コンに設計から施工まですべて委ねる、品質の保証のないデザインビルド方式に方向転換、時間とお金をすべて
無駄にしてしまいました。

６月４日の市民説明会で、今、
東日本大震災の前に比べ、建設
費が１.７倍に値上がっている
との説明がありました。旧「芸
術文化創造センター」の入札価
格は約９４億円で、予定価格約
７３億円を２１億円オーバーし
入札不調となりました。建設費
の高騰さえ無ければ、基本計画
の設定価格５５～６０億円の最
低ライン５５億円で入札が成立
したはずです。

今度の小田原市の計画は、実
質６０億円で大・小ホールを造
るというものですが、建設費が
値上がる前に換算すると３５億
円となり、基本計画と同規模の
大・小ホールを造るのは到底無
理です。予算を大幅に増やすか、
品質を落とすしかありません。

●市とゼネコンが話し合い、いくらでも「修正」可能となっている。
●施設の全体規模、室面積、建築音響性能（小ホール）等数値が示されていない。
●建築設備等の騒音、振動防止についての指定水準が無く、建築引渡し前の第三者機関による残響時間、 騒音
測定などの音響測定が抜けている。

旧「芸術文化創造センター」実施設計は専門家も認める優れた内容で、図面を少し手直しすればすぐ着工でき、
２年後に完成します（市の案は４年後完成）。デザインビルドは中止し、実施設計小ホール分離案（小ホールは
取り止め、大スタジオが小ホールの役割を果たす）を真剣に検討すべきです。

日
本
共
産
党
の

無
料
法
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子供を産み育て、安心して働ける社会をつくること事は、極めて重要なことです。保育
園に入りたくても入れないと多くの市民の方達から強い要望が寄せられています。６月議
会の補正予算で民間保育所建設費補助金として、下曽我にある「城前寺保育園」西大友に
ある「西大友保育園」を建設する予算が提出されました。日本共産党小田原市議団として、
従来より、待機児童を解消していく提案をしてまいりました。

平成29年４月１日現在、保育園に入所を希望しても入れなかった保留児者数は134人もい
ます。またその上待機児童数は２４人もいます。今回の予算で、西大友保育園分園は定員
２０人（０歳児８人、１歳児１２人）、城前寺保育園で定員２０人（ゼロ歳児３人、１歳

児３人、２歳児７人、３歳児７人）で開所予定は平成30年４月の予
定となります。安心して子供が生み育てられる小田原のためにも、
全国の出生率が1.44など低い状態であり改善させなければなりませ
ん。更なる保育園拡充策が必要です。民間保育所の拡充も含め、公
共保育所の拡充を皆さんと共に進めます。

法律相談・市政・生活相談は
下記へご連絡ください

℡/Fax 住所
関野たかし ４２－０３１６ 曽我岸90

田中りえ子 ３５－５３８９ 扇町1-6-2

吉田ふくじ ４９－３７５９ 南鴨宮3-9-8
（市役所 市議団控室 ３３ー１７８９）

Eﾒｰﾙ(代表) tanakarieko@nifty.com

出典は「建築コスト管理シス

テム研究所」発行の季刊「建

築コスト研究」より抜粋

◇ 小田原市の中核市への移行が二市合併の発端か
◇ 背伸びする中核市への移行→県の業務(2,147業務)を市の負担に
◇ 県の保健所のままで市民は困らない

加藤憲一市長は、合併・中核市移行に強い意欲を示しています。
しかし、中核市指定に伴う業務の過半を占める保健所は、医師や獣医師などの多くの専

門職を必要とし、市に人的・財政的負担の増加をもたらす事になります。このため、全国
中核市市長会は、国に税財源の拡充・強化を繰り返し要望しています。本来、県の業務は
県の責任で充実させるべきものです。

人的・財政的負担への懸念から、施行時特例市の中で移行に積極的なのは一部にとどま
り、大阪府岸和田市（人口19.7万人）では中核市移行を断念しています。

人口20万人以上が要件の中核市に対し、小田原市は現在19.3万人であるため、2020年
（平成32年）３月31日までに中核市へ移行することを迫られています。そこで小田原市は、
中核市指定の人口要件を満たすために南足柄市を吸収合併しようとしていると考えられま
す。任意協議会でも、まず合併し、３～５年後に中核市に移行するとしています。

しかし、中核市になっても人口減少は止まりません。背伸びせず、身の丈にあった市政
運営を着実に行なっていくことが必要です。
日本共産党小田原市議団は、県に対して業務を一層充実・改善するよう要求するととも

に、住民自治の後退を招く合併と新たな財政負担をもたらす中核市移行に、反対を表明し
ています。


